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資料２―１ 

中小企業等協同組合に関する独占禁止法の適用除外に関する規定 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄） 

 

第二十二条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づい

て設立された組合（組合の連合会を含む。）の行為には、これを適用しない。ただし、不

公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

により不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。 

一 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。 

二 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 

三 各組合員が平等の議決権を有すること。 

四 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められている

こと。 

 

○ 中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）（抄） 

 

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係） 

第七条 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律

第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。）の適用については、同法第二十二条第一

号の要件を備える組合とみなす。 

一 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲

げる者であるもの 

イ 資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事

業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円）を超

えない法人たる事業者 

ロ 常時使用する従業員の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業者については五

十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人）を超えない

事業者 

二 事業協同小組合 

三 前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会 

２ 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者

を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号の要件を

備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。 

３ 前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した

日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、そ

の旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 

 

（事業協同組合及び事業協同小組合） 

第九条の二 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことがで
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きる。 

一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 

二 組合員に対する事業資金の貸付け（手形の割引を含む。）及び組合員のためにするそ

の借入れ 

三 組合員の福利厚生に関する事業 

四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を

図るための教育及び情報の提供に関する事業 

五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の

研究開発又は需要の開拓に関する事業 

六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 

七 前各号の事業に附帯する事業 

２～１１（略） 

１２ 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者（小規模の事業者

を除く。）は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者（これら

の組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。）が政令の定めるところによ

り団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応

ずるものとする。 

１３ 第一項第六号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であるこ

とを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 

１４ 第一項第六号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。 

１５ 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第六号の団体協約に定める基準に

違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約した

ものとみなす。 

 

（あつせん又は調停） 

第九条の二の二 前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき

又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停

を申請することができる。 

２ 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要がある

と認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。 

３ 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係

当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することがで

きる。 

４ 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中

小企業調停審議会に諮問しなければならない。 


